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条 例 

 

江東区議会議員及び江東区長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する

条例を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第４８号 

   江東区議会議員及び江東区長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例 

 江東区議会議員及び江東区長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例（平成６年４月江

東区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改

める。 

 第１１条中「５４１円３１銭」を「５８６円８

８銭」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の江東区議会議員及び

江東区長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後その期日を告示さ

れる江東区議会議員及び江東区長の選挙につい

て適用し、施行日の前日までにその期日を告示

された江東区議会議員及び江東区長の選挙につ

いては、なお従前の例による。 

                    

江東区産業会館及び商工情報センター条例の一

部を改正する条例を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第４９号 

江東区産業会館及び商工情報センター条例

の一部を改正する条例 

 江東区産業会館及び商工情報センター条例（昭

和６１年３月江東区条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 題名を次のように改める。 

   江東区産業会館条例 

 第１条中「及び江東区商工情報センター」を削

る。 

 第２条の表以外の部分中「及び江東区商工情報

センター」を削り、同条の表江東区商工情報セン

ターの項を削る。 

 第３条第２項を削る。 

 第４条第１項中「及び商工情報センター」を削

る。 

 第５条第１項各号列記以外の部分中「及び商工

情報センター」を削り、同項第３号中「産業会館

にあっては」を削り、同項第４号を削る。 

 第６条第１項中「及び商工情報センター」を削

り、同条第２項第１号中「又は商工情報センター

の施設」を削る。 

 第７条第１項中「及び商工情報センター」を削

り、同条第３項第３号中「その他」を「前２号に

掲げるもののほか、」に改める。 

 第１０条第２項各号列記以外の部分中「次に掲

げる」を削り、「当該各号」を「別表」に改め、

同項各号を削る。 

 別表第２を削る。 

 別表第１中「別表第１ 産業会館」を「別表」

に改め、同表を別表とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

                    

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５０号 

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例 

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６

年１０月江東区条例第２５号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基

づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及

び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以

下「府令」という。）において使用する用語の

例による。 

（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準） 

第３条 法第３４条第２項及び第４６条第２項の

規定により条例で定める基準は、府令の定める

ところによる。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５１号 

江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年１０月江東区条

例第２６号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号。以下「法」という。）第３４条

の１６第１項の規定に基づき、家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及

び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準（平成２６年厚生労働省令第６１号。以下

「省令」という。）において使用する用語の例

による。 

（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準） 

第３条 法第３４条の１６第１項の規定により条

例で定める基準は、省令の定めるところによる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５２号 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

江東区事務手数料条例（昭和３３年３月江東区

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第６の８５の項中「第１３７条の１２第６

項」を「第１３７条の１２第１１項」に改め、同

表の８６の項中「第１３７条の１２第７項」を

「第１３７条の１２第１２項」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５３号 

江東区放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例 

江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２６年１０月江

東区条例第３１号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号。以下「法」という。）第３４条

の８の２第１項の規定に基づき、放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及

び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。

以下「省令」という。）において使用する用語

の例による。 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準） 

第３条 法第３４条の８の２第１項の規定により

条例で定める基準は、省令の定めるところによ

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５４号 

江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する

条例 

 江東区立幼稚園設置条例（昭和４１年１２月江

東区条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表中 
「 同 枝川幼稚園  同 枝川三丁目４番１

‐１０１号 

同 辰巳幼稚園  同 辰巳一丁目１１番

１号 

同 ひばり幼稚園 同 東雲二丁目４番１

‐１０３号 

 

 
 

 

 

 

」 

を 
「 同 枝川幼稚園  同 枝川三丁目４番１  
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‐１０１号 

 

t 

」 

に、 
「 同 第五砂町幼稚園 同 東砂七丁目５番

２７号 

同 東砂幼稚園   同 東砂四丁目２０

番１号 

 

 
 

 

」 

を 
「 同 第五砂町幼稚園 同 東砂七丁目５番

２７号 

 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

                    

江東区特定乳児等通園支援事業の運営に関する

基準を定める条例を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５５号 

江東区特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第５４条の３において準用する法第４６条第２

項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及

び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

（令和７年内閣府令第９５号。以下「府令」と

いう。）において使用する用語の例による。 

（特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準） 

第３条 法第５４条の３において準用する法第４

６条第２項の規定により条例で定める基準は、

府令の定めるところによる。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施

行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９１号 

江東区個人情報の保護に関する法律施行条

例施行規則の一部を改正する規則 

江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施

行規則（令和５年３月江東区規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

別記第８号様式、別記第２０号様式及び別記第

２３号様式中「被保険者証」を「の資格確認書」

に改め、「又は住民基本台帳カード（住所記載の

あるもの）」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、

別記第８号様式、別記第２０号様式及び別記第

２３号様式の改正規定（「又は住民基本台帳カ

ード（住所記載のあるもの）」を削る部分に限

る。）は、令和７年１２月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区個人情報の保護に関する法律施行条例

施行規則の別記様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の

際、この規則による改正前の江東区個人情報の

保護に関する法律施行条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行

規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９２号 

江東区新型インフルエンザ等対策本部条例

施行規則の一部を改正する規則 

江東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行

規則（平成２５年４月江東区規則第５０号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第１項中「及び被災者支援担当部長」を
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「、被災者支援担当部長及び健康部次長」に改め

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正する

規則を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９３号 

江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正

する規則 

 江東区住民基本台帳事務規則（昭和６３年３月

江東区規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式及び別記第５号様式を次のよう

に改める。 
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別記第４号様式（第３条関係） 
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別記第５号様式（第３条関係） 

 
附 則 

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 
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江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９４号 

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条の２第１項ただし書を削る。 

別記第６号様式（甲）を次のように改める。 
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別記第６号様式（甲）（第５条関係） 
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 別記第６号の１０様式及び別記第６号の１１様 

式を次のように改める。
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別記第６号の１０様式（第５条関係） 
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別記第６号の１１様式（第５条関係） 

 
 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。

ただし、別記第６号の１０様式及び別記第６号

の１１様式の改正規定は、令和８年２月１日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記第６号様

式（甲）による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の

際、この規則による改正前の江東区特別区税条

例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存

するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

                    

江東区組織規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９５号 

江東区組織規則の一部を改正する規則 

 江東区組織規則（昭和４８年５月江東区規則第

１９号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項の表障害福祉部の部障害者施策課
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の項中「基幹相談支援センター開設準備係」を削

る。 

第１４条の表障害者施策課の部基幹相談支援セ

ンター開設準備係の項を削る。 

 別表に次のように加える。 

(19) 江東区基

幹相談支

援センタ

ー 

江東区扇

橋三丁目

７番２号 

基幹相談支援

センターの運

営に関する事

務 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月２３日から施行する。 

                    

江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則

の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年１２月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９６号 

江東区会計年度任用職員の任用等に関する

規則の一部を改正する規則 

 江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則

（令和２年３月江東区規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第５項を削り、同条第６項中「公募」を

「前項第２号の規定による公募」に改め、「再

度」を削り、同項を同条第５項とする。 

   附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

                    

江東区保育所等における保育に関する規則の一

部を改正する規則を公布する。 

令和７年１２月２５日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９７号 

江東区保育所等における保育に関する規則

の一部を改正する規則 

江東区保育所等における保育に関する規則（平

成１０年３月江東区規則第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第７条第２項中「保育の利用が決定した児童名

等を記載した認定こども園・家庭的保育事業等利

用要請者名簿（別記第５号様式）を交付するこ

と」を「保育児童台帳の写し」に改める。 

 第１０条第１項中「別記第６号様式」を「別記

第５号様式」に改め、同条第２項中「別記第７号

様式」を「別記第６号様式」に改める。 

 第１１条第１項第２号中「別記第８号様式」を

「別記第７号様式」に改め、同条第２項中「別記

第９号様式」を「別記第８号様式」に改める。 

 別記第５号様式を削り、別記第６号様式を別記

第５号様式とし、別記第７号様式から別記第９号

様式までを１様式ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月２日から施行する。 

                    

江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則の一

部を改正する規則を公布する。 

令和７年１２月２５日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９８号 

江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則

の一部を改正する規則 

 江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則（平

成２２年６月江東区規則第４３号）の一部を次の

ように改正する。 

 別記第１号様式を次のように改める。
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別記第１号様式（第２条関係） 

 
   附 則 

 この規則は、令和７年１２月２９日から施行す

る。 

                    

江東区老人福祉センター条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

令和７年１２月２５日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９９号 

江東区老人福祉センター条例施行規則の一

部を改正する規則 

 江東区老人福祉センター条例施行規則（昭和５

９年４月江東区規則第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別記第１号様式を次のように改める。 
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別記第１号様式（第２条関係） 

 
 

   附 則 

この規則は、令和７年１２月２９日から施行す

る。 

                    

生活保護法施行細則の一部を改正する規則を公

布する。 

令和７年１２月２５日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第１００号 

生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

生活保護法施行細則（昭和４０年３月江東区規

則第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「世帯台帳」を「保護台

帳」に改め、同条第２項第１号中「受付簿」を

「窓口受付簿」に改める。 

第４条第３項第２号中「給与（賞与）証明書」

を「給与証明書」に、同項第３号中「収入・無収

入申告書」を「収入申告書」に、同項第６号中

「住宅補修等計画書」を「住宅補修計画書」に改

める。 

第５条第１項中「生活保護決定通知書」を「保

護開始決定通知書」に、「生活保護変更通知書」

を「保護変更決定通知書」に、「生活保護停止通

知書」を「保護停止決定通知書」に、「生活保護

廃止通知書」を「保護廃止決定通知書」に改める。 

第６条第３項中「扶養義務履行照会書」を「扶

養義務照会書」に改める。 

第８条中「生活保護決定通知書又は生活保護変

更通知書」を「保護開始決定通知書又は保護変更

決定通知書」に改める。 

別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第２条関係） 
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別記第５号様式及び別記第６号様式を次のよう 

に改める。 
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別記第５号様式（第２条関係） 
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別記第６号様式（第２条関係） 

 
別記第１１号様式から別記第２０号様式までを 

次のように改める。
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別記第１１号様式（第４条関係） 
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別記第１２号様式（第４条関係） 
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別記第１３号様式（第４条関係） 
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別記第１４号様式（第４条関係） 
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別記第１５号様式（第４条関係） 
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別記第１６号様式（第４条関係） 
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別記第１７号様式（第４条関係） 
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別記第１８号様式（第４条関係） 
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別記第１９号様式（第５条関係） 



令和 8 年 1 月 15 日（木曜日）     江 東 区 公 報             （第 935 号） 
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別記第１９号の２様式（第５条関係） 
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別記第１９号の３様式（第５条関係） 
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別記第１９号の４様式（第５条関係） 
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別記第２０号様式（第５条関係） 

 
 別記第２３号様式及び別記第２４号様式を次の 

ように改める。
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別記第２３号様式（第６条関係） 
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別記第２４号様式（第６条関係） 
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 別記第２６号様式を次のように改める。 
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別記第２６号様式（第６条関係） 

 
 別記第２９号様式から別記第３４号様式までを 

次のように改める。
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別記第２９号様式（第１０条関係） 
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別記第３０号様式（第１１条関係） 
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別記第３１号様式（第１２条関係） 
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別記第３２号様式（第１３条関係） 
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別記第３３号様式（第１４条関係） 
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別記第３４号様式（第１４条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第５１０号 

 道路法（昭和２７年法第１８０号）第３７条第

１項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域

を指定したので、同条第３項の規定に基づき次の

とおり告示する。 

令和７年１２月１６日 

江東区長  大久保 朋 果 

１ 道路の路線名及び占用を制限する区域 

  別添「道路法第３７条 指定路線調書」及び

「道路法第３７条 指定路線図」のとおり 

２ 制限の対象とする占用物件 

  新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始

の期日より前に占用を認められた電柱の更新

又は移設によるものを除く。） 

３ 占用を制限する理由 

  災害が発生した場合における被害の拡大を防

ぐため 

４ 占用の制限の開始の期日 

  令和８年１月１日
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◎江東区告示第５１３号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８

６条第１項の規定により次のとおり認定したので、

同条第８項の規定により告示する。 

なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和７年１２月１８日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 
認定年月

日及び認

定番号 

敷地の地

名地番 
申請者住所氏名 備考 

令和７年

１２月１

０日第７

７号 

東京都江

東区有明

一丁目１

０ ５ ‐

２、１０

５‐３、

１０５‐

４ 

東 京 都 渋 谷 区

代々木１‐３５

‐４代々木クリ

スタルビル７Ｆ 

株式会社サンフ

ジ企画 

代表取締役社長

末吉 糧 

 

                    

◎江東区告示第５１６号 

行旅死亡人について 

下記の者は、令和７年１１月７日午後０時５０

分頃、東京都江東区夢の島三丁目３番都立夢の島

緑道公園内にて死亡しているところを発見されま

した。遺体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は

保管してあります。 

心当たりの方は、当区生活支援部保護第二課ま

で申し出てください。 

令和７年１２月１９日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 死亡人 本籍・住所・氏名不詳、年齢６０歳 

代から７０歳代（推定）、男性 

２ 特 徴 頭髪１０センチメートル、やせ型、

身長１７０センチメートル、上衣カ

ーキ色セーター、下衣ベージュ色長

ズボン 

                    

◎江東区告示第５１７号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和７年１２月１９日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第５２２号 

 令和７年１２月２６日、江東区議会の議決を経

た、令和７年度補正予算を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づ

き、次のとおり公表する。 

令和７年１２月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 令和７年度江東区一般会計補正予算（第４

号） 
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◎江東区告示第５２３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、総合区民センタ

ーの指定管理者を次のように指定したので告示す

る。 

令和７年１２月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区総合区民センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第５２４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４
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４条の２第３項の規定に基づき、文化センターの

指定管理者を次のように指定したので告示する。 

令和７年１２月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区文化センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第５２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、地域文化センタ

ーの指定管理者を次のように指定したので告示す

る。 

令和７年１２月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区森下文化センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

２ 江東区古石場文化センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

３ 江東区豊洲文化センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

４ 江東区亀戸文化センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

５ 江東区東大島文化センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

６ 江東区砂町文化センター 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第５２６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東公会堂の指

定管理者を次のように指定したので告示する。 

令和７年１２月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区江東公会堂 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１７号 

 下記により、令和７年第１２回江東区教育委員

会定例会を招集する。 

  令和７年１２月２２日 

江東区教育委員会   

教育長  本多 健一朗  

          記 

１ 日時  令和７年１２月２５日（木） 

午後２時 

２ 場所  江東区役所 

３ 報告事項 

(1) 令和７年度文部科学大臣教育者表彰につい

て ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第１８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、芭蕉記念館の指

定管理者を次のように指定したので告示する。 

令和７年１２月２６日 

江東区教育委員会   

          記 

１ 江東区芭蕉記念館 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

                    

◎江東区教育委員会告示第１９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、深川江戸資料館

の指定管理者を次のように指定したので告示する。 

令和７年１２月２６日 

江東区教育委員会   

          記 

１ 江東区深川江戸資料館 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 

                    

◎江東区教育委員会告示第２０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、中川船番所資料

館の指定管理者を次のように指定したので告示す

る。 

令和７年１２月２６日 

江東区教育委員会  

          記 

１ 江東区中川船番所資料館 

(1) 指定管理者 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化コ 

ミュニティ財団 

理事長 石川 直昭 

(2) 指定の期間 令和８年４月１日から令和１ 

３年３月３１日まで 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和７年第４回定例会） 

１１月２７日から１２月２６日まで会期３０日

間にわたって開会した令和７年第４回江東区議会

定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第１２９号 若洲公園整備事業（大型遊

具）整備工事請負契約 

  議案第１３０号 江東きっずクラブ北砂増築

その他改修工事請負契約 

  議案第１３１号 議決を得た契約の契約変更

について 

  議案第１３２号 江東区議会議員及び江東区

長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例 

  議案第１３３号 江東区産業会館及び商工情

報センター条例の一部を改

正する条例 

  議案第１３４号 江東区特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例 

  議案第１３５号 江東区家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例 

  議案第１４２号 江東区特定乳児等通園支援

事業の運営に関する基準を

定める条例 

  議案第１３６号 江東区事務手数料条例の一

部を改正する条例 

  議案第１３７号 江東区放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

  議案第１３８号 江東区立幼稚園設置条例の

一部を改正する条例 

（以上１２月１７日原案可決） 

  議案第１４４号 令和７年度江東区一般会計

補正予算（第４号） 

（１２月２６日原案可決） 

２ 議案（議員提出） 

議案第９号 地方消費者行政の維持・強化の

ための対策を求める意見書 

議案第１０号 民泊に関する規制強化を求め

る意見書 

（１２月１７日原案可決） 

３ 請願・陳情 

７陳情第３８号 地方消費者行政の維持・強

化のための対策を求める意

見書を国会等に提出するこ

とを求める陳情 

（１２月１７日採択） 

７陳情第３０号 江東区の全公共施設使用料

について条例改正前の料金

に引き下げを行うこと、及

び公共施設使用料に改修・

建て替え費用まで算定する

方式をやめるよう求める陳

情 

（１２月１７日不採択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


